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平成３０年  ２月 臨時会議 

 

平成３０年 美波町議会臨時会会議録（第１号） 
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７番 永本善次郎    ８番 寺下 博子  ９番 戎野  博 

10番 向山 篤宏    11番 丸龍 孝敏   12番 中川 尚毅 
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町     長 影治 信良  副 町 長 山路 和秀 

教 育 長 寺内 康博  支 所 長 海司 広幸 

会計管理者兼会計課長 丸岡  武  総務企画課長 礒野 晴幸 
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税 務 課 長  別宮 亀弘  福 祉 課 長  島田  修 

健康増進課長 武田 和幸  産業振興課長 小坂  進 

建 設 課 長  鶴木 敏夫  水 道 課 長  浜  孝至 

住民生活課長 花木美名子  学校教育課長 山本 浩一 

社会教育課長 坂本  理  美波病院事務長 橋本 一晴 

日和佐診療所事務長 岡本 照彦   
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1.会議事件は次のとおりである。 

 

報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について 

 

議案第１号 平成２９年度旧日和佐診療所解体工事請負契約の締結について 

 

議案第２号  平成２９年度 (仮 )日和佐浦地区津波避難タワー新築工事請負契約

の締結について 
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議事日程  

日程第１ 会議録署名議員の指名  

日程第２ 会期の決定  

日程第３ 町長提案理由説明  

日程第４ 報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について 

日程第５  議案第１号 平成２９年度旧日和佐診療所解体工事請負契約の締結

について  

日程第６  議案第２号  平成２９年度 (仮)日和佐浦地区津波避難タワー新築

工事請負契約の締結について  

本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 

平成３０年 ２月１６日（金） 

（時に ９時００分） 

議 長   おはようございます。ただ今の出席議員は１１名です。北山

議員は少し遅れるとのことで、連絡を受けております。 

 定足数に達しておりますので、これより平成３０年美波町議

会第１回臨時会を開会致します。 

 本日の会議を開きます。なお会議予定につきましては、お手

元にご配布の日程表により進めたいと思いますのでご了承願い

ます。 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を議題と致します。会議録

署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会

議規則第１２２条の規定により、議長において指名致します。

２番岩瀬議員、３番江本議員、両名を指名致します。 

 

 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「なし」との声あり）  

 「異議なし」と認めます。 

 よって会期は本日１日限りと決定しました。 

 

 日程第３ 町長提案理由の説明を議題と致します。本臨時会

に提出されております議案は一覧表にありますとおり、報告１

件、工事請負契約の締結議案２件の計３件であります。 

 町長に提案理由の説明を求めます。 

 町長 
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町 長 おはようございます。今年の冬は記録的な寒波となり、大変

厳しい寒さが続いておりましたが、その寒さも少し緩んできま

した本日、平成３０年第１回臨時会を招集致しましたところ、

議員各位には公私何かとご多用の中、ご出席を賜りまして、ご

審議を頂きますこと大変有り難く存じているところでありま

す。  

さて、本臨時議会で提案しご審議を賜ります議案は、専決処

分報告１件及び契約議案２件の３件であります。  

まず、報告第１号「議会の委任による専決処分の報告につい

て」は、平成２８年１２月１２日に議会の議決を経た「平成２

８年度由岐配水池更新工事（配水池築造工事）について」、築造

工事を進めておりましたが、配水池の地盤となる岩盤層が測量

よりも深かったため、床掘り、置換コンクリートが増加したこ

とにより工事費が追加となり、変更契約を締結したものでござ

います。 

美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第４条の規定により委任されている１千万円以内の

変更契約となりますので、地方自治法第１８０条第２項の規定

により議会に報告するものであります。 

次に、議案第１号「平成２９年度旧日和佐診療所解体工事に

ついて」でありますが、美波町医療保健センター建設を中心と

した都市再生整備計画に基づき、生きがい交流空間を整備する

ため、国の社会資本総合整備交付金事業の財源を活用し、既存

施設を解体撤去するものございます。  

 今回の工事は、昭和４２年に建設された鉄筋コンクリート造

り３階建の本館及び旧結核病棟など全ての建物を解体撤去す

るもので、延べ床面積は約１，９６０平方メートルとなってい

ます。解体後の跡地の活用については、整備済みのグラウンド

など周辺環境と一体的に住民の方々が親しみを持てる空間と

して公園を整備することと致しております。２月１日に入札を

執行した結果、海部土建協業組合が７ ,９２２万６ ,６４０円、

請負率８６％で落札致しました。なお、工期は議決の翌日から

平成３０年３月３１日までと致しておりますが、次年度に繰越

予定であり、５月末までに完成予定と致しております。  

 議案第２号「平成２９年度 (仮 )日和佐浦地区津波避難タワー新

築工事請負契約の締結について」でありますが、東町及び戎町

の避難困難地区解消のために、津波からの一時避難の目的で避

難タワーを整備することとしております。施設の構造は、鉄筋

コンクリート造、地上３階建、延べ床面積４３７．５７㎡で地
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上から屋上までの高さは１１ｍ、３階の避難階までの高さは８

ｍとなっております。今回の入札については、「入札後審査方式

一般競争入札」いわゆる「総合評価落札方式」によることから、

金額のみならず、技術提案、施工計画、施工実績、配置予定技

術者など複数の評価項目を総合的に判断し、落札者を決定する

ものであることから、２月１日に入札を行い、その後審査会を

２月９日に開催し、落札候補者を決定し、交渉の結果、株式会

社島谷建設が１億２，０７８万７，２００円、請負率８０％で

落札致しました。なお、工期は議決の翌日から平成３０年３月

３１日までと致しておりますが、次年度に繰越予定でありま

す。  

議案第１号及び議案第２号の２件は、予定価格が５千万円以

上であることから   美波町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議

決をお願いするものでございます。  

以上、簡単でございますが、提案理由の説明と致します。な

お、議案の詳細につきましては、担当課長から説明を致します

ので、ご審議の上、原案どおりご承認を賜りますようお願いを

申し上げまして、町長提案理由の説明と致します。  どうぞよ

ろしくお願い致します。  

（４番議員 入室） 

議 長 町長の提案理由の説明が終わりました。 

 

日程第４ 報告第１号「議会の委任による専決処分の報告に

ついて」を議題と致します。  

当局の説明を求めます。  

水道課長 

水 道 課 長 報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専

決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

平成３０年２月１６日提出 

美波町長 影治信良  

専決第１号 平成２８年度由岐配水池更新工事（配水池築造

工事）の一部を変更する契約の締結について 

平成２８年１２月１２日議会の議決を経た、平成２８年度由

岐配水池更新工事（配水池築造工事）について、下記のとおり

変更請負契約を締結するため、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 
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平成３０年１月１８日専決 

美波町長 影治信良  

１．契約の目的  平成２８年度由岐配水池更新工事（配水池

築造工事） 

２．契約の金額  変更前 金１５０，１２０，０００円 

         変更後 金１５９，７３２，０００円 

３．契約の相手方 香川県高松市伏石町２１３０－１ 

         森松工業株式会社 高松営業所 

         所長 葉山 郁夫  

 

変更契約の概要について説明させて頂きます。由岐配水池更

新工事は平成２８年１２月１２日に議会の議決を経て、森松工

業株式会社高松営業所と請負契約を締結し、工事を進めており

ましたが、造成工事の中で配水池の地盤となる岩盤層が測量よ

りも深く、床掘、置き換えコンクリートが増加したことが工事

費が増額となった主な要因でございます。なお配水池はステン

レス鋼板性の２層式で、容量は６００㎥でございます。よろし

くお願い致します。 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか。 

岩瀬議員 

２ 番 議 員 これ違うということで、これ金額が９６０万ぐらい一発に払

っとるわね。これってその金額のこう査定いうんはどこが見積

もりして、どういう状況でいう金額はどうやって決めるんです

かこれ。 

議 長  水道課長 

水 道 課 長 現場の方で実測をしまして、それでそれに基づきまして設計

をまたおこし直すということでございます。 

議 長 岩瀬議員 

２ 番 議 員 ということは、もう一度設計事務所が単価を拾い出して、こ

んなけかかるであろうということで、金額は決めるということ

やね。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長  そういうことでございます。 

議 長  他にございませんか。 

 中川議員 

１ ２ 番 議 員  今の質問と同じなんですけど、一体どれぐらいあったんでし

ょうか。それが分かったんは、だいたい何時ごろのことなんで

しょうか、そういう経緯をね、もうちょっと詳しくお願いしま
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す。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 数字で申し上げますと、床掘の量ですが、当初設計では３７

５㎥だったものが、実際い掘り進めていく上で岩盤層が出て来

ないため、より深く掘り進めていきました。それで実測値が４

８８．６㎥でございます。それに伴いまして、深く掘っており

ますので、その上に置き換えコンクリートをする分でございま

すが、当初設計では４３６．５㎥だったものが、最終的に実測

で５３０．０㎥となっております。以上です。 

議 長 他にございませんか。 

中川議員 

１ ２ 番 議 員  ほやけん、それがだいたい何時ごろ分かったかちゅうんはど

んなんですか。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 何時頃と言いますか、実測値が出たのは最終段階です。全部

終わってから実測しますので。工事を進めていたのは昨年の１

２月に契約しておりまして、そこから造成工事を行い、その後、

本体工事の方に係っておりますので、その流れで行っておりま

す。だうたいこの掘り進めていくのが夏ごろだったと記憶して

おります。以上です。 

議 長  中川議員 

１ ２ 番 議 員 あのうそういう工事に伴って変更することは当然ありうると

思うんですけれども、こういう公共工事っていうのは、分から

んところはあると思うんですけれども、そういう場合どんなん

ですか、契約の初期の段階ではそういうことが予想はできなん

だんでしょうか。というのは公共工事やるたびに変更、変更、

変更、しようないところはあると思うんですけどね、できるだ

けそういうことがないように出来んのんかなぁと、そういう疑

問に思ったもんですから、その辺、設計の段階でね、できない

のか。昔だったらそういうことも想定した契約をしとったよう

に思うんですけど、ほれどんなんでしょうか。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 設計の段階でですね、地盤の調査をするわけでございますが、

ボーリング調査、設計の方で２カ所ボーリング調査を致しまし

た。２カ所でまだちょっと不安であったので、もう１カ所、３

カ所目のボーリング工事もして設計をしたわけですが、その中

でもどうしてもこういった現場での設計変更っていうのは出て

きます。ご理解を頂きたいと思います。 
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議 長 よろしいですか。 

他にございませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから報告第１号「議会の委任による専決処分の報告につ

いて」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成 １１ ・ 反対  ０） 

 「起立多数」です。 

 よって報告第１号は原案のとおり承認されました。 

 

 日程第５  議案第１号「平成２９年度旧日和佐診療所解体工

事請負契約の締結について」を議題と致します。 

 当局の説明を求めます。 

 総務企画課長 

総務企画課長 ご説明致します。 

議案第１号  平成２９年度旧日和佐診療所解体工事請負契約

の締結について 

美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した平成

２９年度旧日和佐診療所解体工事について、下記のとおり請負

契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定

により、議会の議決を求める。 

平成３０年２月１６日提出 

美波町長 影治信良 

契約の目的  平成２９年度旧日和佐診療所解体工事 

契約の方法  指名競争入札 

契約の金額  ７９，２２６，６４０円也 

契約の相手方 海部郡美波町奥河内字井ノ上１９３番地 

       海部土建協業組合 

       代表理事 西丸 敏信 

 

 この工事の概要についてでございますけれども、旧日和佐診

療所解体工事につきましては、都市再生整備計画に基づきまし

て、美波町医療保健センター建設を中心として、周辺整備を行

うものでございます。既存施設を解体撤去後につきましては、
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住民の方々が親しみのもてる空間として、公衆トイレを備えた

公園を整備することと致しております。今回の解体工事につき

ましては、昭和４２年に建設されました鉄筋コンクリートづく

り３階建の本館及び昭和４５年に建設されました鉄筋コンクリ

ート平屋建ての本館裏の理学療法室も含めたＣＴ棟、昭和４３

年に建設されました鉄筋コンクリート平屋建ての結核病棟、そ

れと一番北側にあります鉄筋コンクリート平屋建ての隠れ病棟

が主な建物となっております。延べ床面積は約１，９６０㎡と

なっております。２月１日に入札を執行致しまして、６社が入

札致しまして、海部土建協業組合が７，９２２万６，６４０円

の最低価格で落札致しております。請負率は８６％でございま

した。契約につきましては議会の議決により、本契約となる仮

契約を締結致しております。工期につきましては、議決の翌日

から平成３０年３月３１日までと致しておりますけれども、次

年度に繰り越しまして、５月末までには完成するという予定を

致しております。瓦礫の搬出経路につきましては、旧診療所前

の土手を北側へ通りまして、新宝木橋へと抜けるルートを考え

ております。なお住民への周知につきましては、広報みなみ２

月号でお知らせを行うと共に、先日２月１４日の水曜日に地元

であります西町・本町・天神町の方々に工事の説明と協力につ

いてお願いをさせて頂いたところでございます。周辺の方々に

ご理解を頂くとともに、出来る限りご迷惑をお掛けしないよう

に工事を進めさせて頂きたいと考えております。以上説明とさ

せて頂きます。 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

戎野議員 

９ 番 議 員 これだいぶ４２年の建設ということで古いかと思うので、ア

スベストの心配は全くないのか、現在の調査した限りではその

心配は全くないのかというのが１点目ですね。それから国の社

会資本総合整備交付金事業の財源を活用と書いてありますの

で、それを活用した上で、町の負担はどの程度見込んでいるの

か、実際どの程度かかるのか。この中にも後ですね、３点目に

生きがい交流空間の整備ということで、公園の整備が計画され

ておりますが、その中に公衆トイレは設備する予定なのか、そ

の点をちょっと附則してですね、聞いておきたいと思いますの

で、お願いします。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 まず１点目のアスベストの関係でございますけれども、アス
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ベストにつきましては、本館の方でスレート屋根、それから外

壁の吹付ですかね、若干含まれている部分がございます。それ

につきましては、法律等に基づいた処分というかたちで仕様書

にも謳っておりますので、適正な処理、させて頂きたいと思っ

ております。それから費用の関係でございますけれども、社会

資本整備総合交付金ということで、都市再生計画に基づきまし

て、付近一帯について補助金を頂くこととなっておりますけれ

ども、その事業配分によりまして、いろいろ補助率は変わりま

して、概ね４０％の補助率と考えております。それで後残りに

つきましては、合併特例債ということで、起債を充当致しまし

て、ですから交付税としては７割、借入額の７割が補てんされ

るということとなっております。公衆トイレの設置についてで

ございますけれども、公衆トイレにつきましても、解体後の北

側の方にトイレを設置させて頂く予定と致しております。以上

でございます。 

議 長 他に質疑ございませんか。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

「討論なし」と認めます。 

これから議案第１号「平成２９年度旧日和佐診療所解体工事

請負契約の締結について」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成  １１ ・ 反対  ０） 

 「起立多数」です。 

 よって議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

  

 日程第６ 議案第２号「平成２９年度(仮)日和佐浦地区津波

避難タワー新築工事請負契約の締結について」を議題と致しま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 消防防災課長 

消防防災課長 ご説明致します。 

議案第２号  平成２９年度（仮）日和佐浦地区津波避難タワ

ー新築工事請負契約の締結について 

美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定に基づき、一般競争入札に付した平成
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２９年度 (仮)日和佐浦地区津波避難タワー新築工事請負契約の

締結について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

平成３０年 ２月１６日提出 

美波町長 影治信良 

契約の目的  平成２９年度(仮)日和佐浦地区津波避難タワー

新築工事 

契約の方法  一般競争入札 

契約の金額  金１２０，７８７，２００円也 

契約の相手方 徳島市冨田橋７丁目１７番地 

       株式会社 島谷建設 

       代表取締役 島谷 速敏 

 

この工事につきましては、先ほど町長の提案理由の説明でも

ありましたとおり、東町及び戎町の避難困難のために津波から

の１次避難施設として町民グラウンド内に新しく整備する工事

でございます。施設の構造及び規模と致しましては、鉄筋コン

クリート造り地上３階建、延べ床面積は４３７．５７㎡で、地

上から屋上までの高さは１１ｍ、３階の避難階までの高さは８

ｍ、２階までの高さが５ｍとなっており、屋上を含めた避難可

能人数は３１３人を想定しております。入札につきましては、

入札後審査方式一般競争入札の総合評価方式により、２月１日

に入札を実施し、技術提案に係る審査会を２月９日に開催し、

落札候補者を決定し、審査の結果、株式会社島谷建設が落札を

致しまいて、請負率は８０％で請負金額は１億２，０７８万７，

２００円となっております。本工事は予定価格が５千万円以上

であることから、美波町議会の議決に付すべく契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。以上でございます。 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

永本議員 

７ 番 議 員 建設予定地の想定津波高とですね、それから最大津波高、最

大津波が到達する到達時間、ほれからそれに避難できる十分な

時間があるのかどうなのか、お聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長  お答えをさして頂きます。日和佐港の想定津波高と致しまし

て、１０．２ｍとなっております。第１波の到達時刻は約１０
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分となております。最大波ですか・・・ 

議 長  小休します。 

（時に  ９時３１分） 

 （小休中） 

（時に ９時３２分） 

議 長 再開します。 

消防防災課長 

消防防災課長 最大波は２０分余りで到達すると思われますが、ちょっと今

手元に詳細な資料がございませんので、後でお答えをさして頂

くことでご了承頂けたらと思います。 

議 長 永本議員 

７ 番 議 員 大浜海岸の想定津波高、想定津波高最高が９．８ｍですが、

日和佐港で１０．２ｍで、その理由はなんでしょうか。日和佐

港の方が高い言ようね。 

議 長 小休します。 

（時に ９時３３分） 

 （小休中） 

（時に ９時４４分） 

議 長 再開します。 

消防防災課長 

消防防災課長 すいません、先ほどの続きで回答さして頂きたいと思います。

先ほど日和佐港の最大津波が１０．２と申し上げましたが、ち

ょと思い違いで９．８ｍで間違いでございましたので、訂正を

させて頂きたいと思います。それから最大波の到達時刻でござ

いますが、第２波の到達時刻が２８分となっておりますので、

最大波の到達は２８分ということで、お願いをしたいと思いま

す。それからその時間内に逃げれるのかというようなご質問だ

ったと思いますが、一応計算によりますと避難速度は１秒に１

ｍという計算になります。到達時刻が１０分で到達すると想定

されますので、避難開始までに５分かかるとして、だいたいそ

れまでに３００ｍ進むということになりますので、避難は可能

かと思われます。以上でございます。 

議 長 永本委員 

７ 番 議 員  建設現場のですね、その海抜、日和佐港で９．８、約１０ｍ

で約あそこ２ｍぐらいと思うんですが、そうすると最上階にほ

とんど津波が来るという計算になりはしないのかということで

すと、ほれともう１つは最上階の収容人員、何名ぐらい、何人

ぐらい。 
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議 長 小休します。 

（時に ９時４７分） 

 （小休中） 

（時に ９時４８分） 

議 長 再開します。 

消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさせて頂きます。すいません、ちょっと今正確な資

料が手元にないんですが、たしか大浜海岸にあります町道の付

近で海抜８ｍぐらいの高さが既にありますので、グラウンドと

しては、そこから１ｍかそのぐらい下がった位置であると思わ

れます。それから屋上スペースの面積でございますが、１７７．

２１㎡となっておりますので、収容人数としては１７７人ほど

が計算上あがれるということにはなります。以上でございます。 

議 長 永本委員 

７ 番 議 員 ほぼいけると思うんですが、建設、町長これ建設現場がです

ね、その高さ計ってないやおかしいじゃないですか、はっきり

して下さい。どんなんですか。  

議 長 小休します。 

（時に ９時４９分） 

  （小休中） 

（時に ９時５４分） 

議 長 再開します。 

消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさして頂きます。建設予定地の海抜の高さは６ｍぐ

らい、６ｍでございます。 

議 長 他に、戎野議員 

９ 番 議 員 関連してお尋ねしたいと思います。避難スペース３階がこれ

１７７㎡で約１７７人ぐらいというふうにお答えの理解でいい

んでしょうかね。その場合この避難階という屋上のとこでなく、

屋根のある３階の避難階っていうところがですね、風雨に対す

る遮蔽のカーテンはあるんですけど、なかなか密閉できるとい

うか、雨戸のようなかたちで覆うことができないという構造と

いうことは聞いておりますが、先日、私どもの自主防災会から

参加していた自主防災会長よりの報告を聞きましたら、その視

察の黒潮町での視察の時にですね、避難タワーを見たところも

約６億円ぐらいかけて作っておるんらしいんですが、そこの人

が避難するところだけは遮蔽というか、雨風のかからない構造

になっているということなんで、折角この１億２千万もの費用
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をかけてする以上ですね、そこの人が避難するところだけでも

風雨のかかりにくい、せめて半日から１日おれる構造に変更契

約を含めて検討して頂けるようにお願いしたいという点が１点

です。それから２点目に今回は東町での中学校跡地での避難タ

ワーですが、関連してこの中で東町・戎町の避難困難区域とな

っておりますが、どうしても戎町地区の人がここまで行くとい

うんは距離とそれと海岸に向かってということで、なかなか心

情的に行きにくいところもあるかと思いますので、今現在建っ

ている戎町地区の避難タワーの改築というか、それについては

建設の予定はどのように考え、どの程度遅れるのかその点をお

聞きしておきたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさして頂きます。まず１点目の避難階等の面積のご

質問があったかと思いますが、避難階は２階・３階とございま

す。２階・３階とも６８．６５㎡でございます。先ほど申し上

げました屋上の面積が１７７．２１㎡でございます。基本的に

１次避難の場合はひとり１㎡という計算になりますので、今、

申し上げた面積で避難可能人数を算出をさして頂いておりま

す。それから雨風をしのぐ手段でございますが、先ほど議員お

しゃっておりました黒潮町の例でございますが、私も一緒に視

察させて頂きまして、現地を見さして頂いております。で、お

そらくロールカーテン式の遮蔽を言われよんでないかなぁと思

われますが、本町でも一応、ロールカーテンではない。先の方

ですか、それで申しますと居室というような部分があったかと

思うんですが、現在この工事につきましては、もう設計も終わ

りまして、もう工事も発注段階に至っておりますので、現段階

では大きな変更、設計変更については考えておりません。それ

から戎町の予定でございますが、年度内に入札の公告、これも

一般競争入札になる予定でございますので、公告をさして頂く

予定で、その後、入札を行いまして、落札業者が決まりました

ら工事発注というような運びになっております。以上でござい

ます。 

議 長 戎野議員 

９ 番 議 員 ちょっと今、避難階の関連をおっしゃられたんですが、避難

する場所は２階・３階・屋上というふうに理解しとったらいい

んですか。それは２階というんは、２階の階段とかそういう一

部のスペースでなくて、きちんと２階に浸水高さを考慮して心

配ないという、その各階が何人ずつですか、これ６８㎡２階に
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なってるように書いておるん、言われたんですけど、各階の人

数と、屋上を含めて３１３人なのか、その点をもう少し詳しく

お聞きしたいと思います。それからやはり避難する階、避難す

るスペースの３階においては、これは雨風のかからないような

構造にすべきだと、病院の建設の時にも大きく変更契約もして

おりますから、雨戸ぐらいは外付けの物を後で付けるとか、そ

ういう変更契約を含めて視野に入れてやって頂きたいと思うん

ですが、その点もやはり無理なんでしょうか。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさして頂きます。避難階でございますが、２階・３

階とも６８．、先ほど申しました６８．６５㎡で、両方とも避難

は可能です。屋上部分につきましては１７７．２１㎡あるわけ

ですが、なにぶんここでは屋根がございませんので、雨露はし

のげません。ですので、基本的に避難階と申し上げれるのは、

２階・３階部分ではないかと思われます。ただこの２階・３階・

屋上の面積をトータルしますと３１４．５１㎡になりますので、

１人１㎡として３１３人ぐらいを避難可能人数ということで、

想定をさせて頂いております。それから設計変更のご質問でご

ざいますが、先ほども申しましたとおり、現在のところ設計変

更する予定はございません。以上でございます。 

議 長 戎野議員 

９ 番 議 員 そしたら設計変更は病院ではできてやってきたけど、人が避

難する避難タワーではやらないということなんですが、何回も

設計するまでにそういう住民からの要望を出してきた自主防災

からやってきたわけなんですが、そういう考慮をなぜしなかっ

たのか。ただ単に建築物に至るから、しにくいんだというふう

な返事かと思うんですが、黒潮町の例を見る限りですね、そう

いうところが現に出来ていると、しかしここの美波町ではやら

ないということなんですが、その点お聞きしたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 この工事に関しましては、住民の地域住民の方々の意向調査

をさして頂いておりますし、住民説明会等も開催をさして頂き

まして現在に至っておる状況でございますので、住民意向調査

をさせて頂いたときに、ほの囲われたような部屋はいらない、

管理ができないのでいらないということで、お聞きをしており

ますので、そういった意向もございまして、現在の設計にいた

っております。意向調査なり住民説明会等の手順を踏まさして

頂きまして、現在に至っておりますので、現在の設計で行きた
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いと思っておりますし、工事につきましても１日も早く着工し

て１日も早い完成をしていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

議 長 北山議員 

４ 番 議 員 私も今、同僚議員がおっしゃったような防寒対策ですか、そ

こらあたり。先日、課長と同じ様に県外視察、私も行ってまい

りました。黒潮町では課長は先ほどおっしゃったようなロール

カーテンを設置している避難タワーも見てきました。美波町先

ほど課長の答弁では、カーテンをなんかつけるっていうような

話がありましたが、やはり東北の震災も３月・２月、３月か、

３．１１で３月で雪の降るような寒い時期に発災しております。

それからするとやはり２次災害、寒さによる２次災害やいうん

もある程度考慮をしなければならないと思うんですが、このカ

ーテンでどのぐらいその防寒対策っていうんか、できるように

想定されているのか、まずそこらあたり説明をして下さい。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 ビニールシートをまぁかぶせる、かけるまぁスペースという

か、開口部につきましては、地面というか床からは１ｍあまり

の腰壁がございますので、そこから天井までの開口部にシート

をかけて頂くというようなことになりますので、上から下まで

こうシートをかけるっていうんではないです。この間、見て頂

いた黒潮町では上から床まで全部シートで覆うかたちだったと

思うんですが、今設計しているタワーにつきましては、若干１

ｍ余りの腰壁がございますので、腰壁から天井までシートをか

けて頂くというような感じにしておりますので、あんまり大き

なシートではないかなぁと思われます。かけると致しましても、

そういったかたちで大きなシートではないと思われます。それ

でどのぐらいの防寒が保てるかと言われますと、正確な数字は

出ておりませんが、居室に比べるとそれほど防寒力はないかな

ぁと思われますが、そのあたりは自主防災会と自主防災会の中

でどういったかたちで防寒対策をするかっていうのも考えて頂

けたらと思いますし、町もそれなりにご協力はさして頂けたら

なぁと思っておりますので、それで寒い時期はしのいで頂けた

らと思っております。以上でございます。 

議 長 北山議員 

４ 番 議 員 今の課長の答弁では、腰壁っていうんですか、１ｍぐらい、

それから天井までカーテンで仕切ると、カーテンをかけて風邪

をしのぐというような、そういう話です。黒潮町でもロールカ
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ーテンは下までして、見るからにこうあれだけの高いところで

風が吹いて来たらバタバタバタバタなって、なかなかこう風を

しのぐんには大変だろうなぁというような感じをしました。今

回、美波町の場合は地域の自主防災会と協議をして、そこらあ

たりできるだけこう風を遮断できるような対策を組むと、そう

理解していいんですかね。黒潮町で見せてもうたロールカーテ

ンにしても、ある程度外側にカーテンがこう動かんような、ど

んない言うんですかね、折ではないですけど、カーテンをある

程度ちょっと固定できるような、そういう対策は当然必要だろ

うなぁというように感じたんですが、そこらあたりも自主防と

協議をして、出来る範囲のことは町は改善していくと、そうい

う方向で協議をするということでいいんですね、そこらあたり

どんなんですか。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 その部分の構造につきましては、いわゆる今シートをかける

という構造で変更はございませんが、あと毛布で防寒をすると

か、そういった方法で、そういったような方法で防寒対策を考

えて行けたらなぁと思っております。以上でございます。 

議 長 北山議員 

４ 番 議 員 いえいえ、私があのう聞いているんは、カーテンをかけるや

ないですか、１ｍから天井までのカーテンをかけて、８ｍある

んでしょ、地面から。それだけこう高いところっていうんはか

なりこう風が当たると思うんですよ。中にほのカーテンがこう

バタバタせんような、そういうこう簡易的な構造物っていうん

は後から十分付けられるじゃないですか。そこらあたりはもう

ピシャットこう１ｍから天井までだからもう動かんのんですよ

と、そういうんであれば別に問題ないと思うんですよ。そこら

の構造がどうなっとんか、そしてもしこうこれから完成したら

いろいろこうカーテン張ってもらうような訓練なりなんなり、

そういことも想定されとんでしょ。計画されとうと思うんです

けど、そこらあたりのどういう方向で住民の皆さんに有効に利

用して頂くんか、どう考えとんか、そこらあらりもちょっと聞

かしてもらえたらありがたいんですけどね。そんな中でやはり

地元の地域防災会でなしに、自主防災会か、自主防災会でもう

ちょっとこんなとこを改善してもらいたいって、当然こう出て

くると思うんですよね。そういう時に対応、先ほど課長は地元

の自主防災会と協議をして考えて行きますよと、よりええもん

にしていきますよというような感じに私こう受け取ったんです
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が、そこらあたり。あとの備蓄品の問題はまた後で聞かせても

らうんで、まずそこらあたりどうするんか。どう考えとんか、

お聞かせを願いたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長  先ほどのシートの固定等に関してですが、黒潮町でも見られ

たと思うんですけど、止め金具が上下・左右・下と。４辺に全

部付いてたと思うんですが、今度のタワーにつきましてもああ

いった金具が付くようになりますので、ほんなにこうシーとが

バタバタしてめくれたりとか、そういったことはしっかり留め

て頂いたら、そいうことはないかと思います。そういうもんで

はなかったんですか。 

議 長 小休します。 

（時に １０時１２分） 

 （小休中） 

（時に １０時１４分） 

議 長 再開します。 

消防防災課長 

消防防災課長 実際できて使い勝手を見て頂いて、ほんでその時点でなにか

不具合とか不備がありましたら、またそれはちょっと検討さし

て頂けたらと思います。 

議 長 北山議員 

４ 番 議 員 今の答弁では、何か自主防と協議をしながら改善をしていく

と、そう理解しとっていいわけですね。はい、分かりました。

後の先ほど言われた毛布とか、そういう備蓄品の件なんですけ

ど。分かります分かります。 

議 長 北山議員、建設に対しての 

４ 番 議 員 建設工事は分かるんですよ、ほのかわりやはりこの説明の中

でね、高さが８ｍとかそういうことの一番こう最終なんでね、

これが折角いいもんができて、その後どうなっていくのかも当

然この際に聞いとった方がいいと思うんですよ。今までそうい

う議論が出て来てなかったんでね、これも最後なんですよ。建

設の議案だから建設のことだけ言えというんは分かりますけど

ね、やはり町が考えとうことはやっぱり町民にちゃんと披瀝し

て頂いた方が、町民も安心しますんでね、そこらあたり議長も

配慮して下さい。 

議 長 はいはい。 

４ 番 議 員 黒潮町では、あすこはやはり１つの部屋みたいなねぇ、そう

いうことはなかなか今回美波町ではできんのんですが、やはり
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戎町・東町、両方の地域の方が逃げるというような避難タワー

でありますんで、後の備蓄品はどのように想定されとんか。ま

た簡易トイレ、あの５億ですか、５億でできた避難タワーも後

の小さい部屋にはトイレをはめるっていうような話もありまし

たやないですか。簡易トレイあたりはどのように考えとんか、

そこらあたりも合わせて聞かせて頂いたらと思うんで、お願い

します。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさして頂きます。備蓄倉庫につきましては、避難階

の２階・３階部分に整備をさせて頂く予定です。それからトイ

レブースにつきましても、２階・３階それぞれ整備をする予定

でございます。以上でございます。 

議 長 寺下議員 

８ 番 議 員 すいません、工期に関しては平成３０年の３月３１日までで、

次年度に繰越予定というふうに町長提案理由の中にもあったん

ですけれども、やはり先ほど課長も言われたように一日も早い

完成が町民の命を救うことに繋がると思いますので、これ繰越

予定の中で大まかな目途が分かれば教えて頂けますか。 

議 長  消防防災課長 

消防防災課長  完成の工期につきましては、今のところまだちょっと未定で

ございます。ただ先ほども言いましたとおり、できるだけ早い

時期には完成をさせたいと思っておりますので、ご了解頂けた

らと思います。 

議 長  岩瀬議員 

２ 番 議 員 これ指名業者は何業者、なんぼぐらいと、これその総合評価

落札方式ということで、金額が関係ないというようなことで、

やり方やけども、業者はどういう業者がこう入っとんですか、

お願いします。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 お答えをさして頂きます。今回の入札につきましては、一般

競争入札になりますので、通常の指名競争入札と違いまして、

業者を指名するかたちではございません。公告を致しまして、

それに入札に参加する業者が入札に来られるようになりますの

で、今回入札に参加致しました業者は４者でございます。岡下

建設株式会社、それから北島コーポレーション、それから赤松

土建株式会社、株式会社島谷建設の４社となっております。以

上でございます。 

議 長 岩瀬議員 
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２ 番 議 員 ほの中で金額がこれ一番ここが安かったんですか。ほれと地

元業者はぜんぜん入れんのんですか、これっちゃ。 

議 長  消防防災課長 

消防防災課長 （２番議員 発言あり） 

この総合評価方式でございますが、一応入札金額だけで判断

するわけでございませんので、ほれプラス技術提案とか、総合

的に判断をさして頂きまして、業者を決定させて頂いておりま

す。 

（２番議員 発言あり） 

議 長  岩瀬議員 

 消防防災課長 

消防防災課長 入札金額としては一番安い業者でした。地元業者の問題でご

ざいますが、公告して、それに参加がなかったということです

ので、地元業者は入っておりません。 

議 長  岩瀬議員 

２ 番 議 員 地元業者にもちゃんと連絡はしとういうことやね、ほの中で

入札に参加してなかったっていうことやな。 

議 長 消防防災課長 

消防募債課長 ホームページで広告をさして頂いておりますので。 

議 長 他に、中川議員 

１ ２ 番 議 員 今回初めて聞いた総合評価なんですけども、家建てる場合業

者を知っとるとか、信用できるとか、安いとかいろんなことで

決めると思うんですけども、ここでも技術提案とか実績とか書

いてあるんですけども、決めて、総合的なけん１つではないと

思うんやけども、主なものはどんなものですか。こんなんは情

報開示請求したら分かるんでしょうか。というのは、いつも防

災課長さん、町長さんの提案理由とあんまり変わらんような説

明して下さるんで、どうしてもこう疑問がわくんで、ほの辺の

ところひとつ説明をお願いしたいと思います。 

議 長  消防防災課長 

消防防災課長  総合評価の評価点の項目と致しましては、施工計画、それか

ら企業実績、配置予定技術者、地域貢献度、そういった項目に

ついてそれぞれ評価を致しまして決定をさして頂いておりま

す。 

議 長  中川議員 

１ ２ 番 議 員  それは分かっとんですけどね、決め手はなにかということを

お聞きしたいと思うんですけど。 

議 長  小休します。 
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（時に １０時２４分） 

  （小休中） 

（時に １０時２４分） 

議 長  再開します。 

 防災課長 

消防防災課長  加算方式になっておりますので、入札価格だけでなくて、先

ほど言いましたような項目にそれぞれ点数を、評価値を入れま

して、それを加算した結果、最後にトータルの評価値が出てき

ますので、それで一番高かった業者が落札というようなことに

なっております。 

議 長  中川議員 

１ ２ 番 議 員  ということは、実績が優れとるとか、そういうふうなことじ

ゃなくて、ほういう総合的な点数で決めたと、ほういうことで

すね。分かりました。 

議 長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 「討論なし」と認めます。 

これから議案第２号「平成２９年度（仮）日和佐浦地区津波

避難タワー新築工事請負契約の締結について」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成  １１ ： 反対  ０） 

 「起立多数」です。 

 よって議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 続きまして、議席の変更についてを議題と致します。 

 お諮りします。 

 最前列の両側の議席が映像に映らないため、会議規則第３条

３項により、配布しました議席表のとおりに変更したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり）  

 「異議なし」と認めます。 

 したがって議席表のとおりに決定しました。なお次回の会議

から変更をお願いします。 

 

 お諮りします。 

 以上で本臨時会の会議に付された事件は全て終了しました。
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本日で閉会したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり）  

 「異議なし」と認めます。 

 本臨時会は、本日で閉会することに決定しました。これで本

日の会議を閉じます。 

 平成３０年美波町議会第１回臨時会を閉会します。 

（時に １０時２７分） 
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